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（特別管理）産業廃棄物処理業更新許可申請添付書類の運用変更について（通知） 

 

平素より、本市の産業廃棄物行政に御協力いただき厚く御礼申し上げます。 

このたび、標記について、下記のとおり運用を変更することといたしました

ので通知します。 

記 

１ 変更の概要 

（特別管理）産業廃棄物処理業の更新申請時に添付していただく公益財団 

法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会修了証（更新課程）の

有効期間について現行の２年間から５年間に変更する。 

※新規過程における取扱い、また新規申請時の取扱いは現行どおり有効期間

５年で変更ありません。 

 

２ 変更後の運用対象者 

令和８年１月１日以降に（特別管理）産業廃棄物処理業の許可の有効期限を

迎える許可事業者 

※更新許可申請日や受付日ではありません。 

 

３ その他 

標記の運用変更に伴う補足事項を別紙にまとめましたので、参考にしてくだ

さい。 

担当 

 産業廃棄物指導課 審査係 

 TEL 048-829-1608 



産業廃棄物処理業の更新許可申請時の添付書類の運用が変わります 

 

１ 変更の概要 

（特別管理）産業廃棄物処理業の更新申請時に添付する技術的能力を説明する書類と

して、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会修了証   

（更新課程）の有効期間について現行の２年間から５年間に変更します。 

※講習会修了証（新規過程）の取扱い、また新規申請時の取扱いは現行どおり有効  

期間５年で変更ありません。 

 

表 産業廃棄物処理業の申請の種類と講習会の種類、有効期間 

講習会の種類 

 

申請の種類 

産業廃棄物処理業講習会 
特別管理産業廃棄物処理業 

講習会 

新規課程 更新課程 新規課程 更新課程 

新規許可申請 〇（５年間） ×（※２） 〇（５年間） ×（※２） 

更新許可申請 〇（５年間） 
〇（２年間 

→５年間） 
〇（５年間） 

〇（２年間 

→５年間） 

※1 申請日を起算とし、有効な期間を（ ）に記しています。 

※2 他自治体の産業廃棄物処理業の許可を有している場合は、更新課程の修了証でも  

構いません。 

※3 他自治体の運用については、それぞれの自治体へお問い合わせください。 

 

２ 変更後の運用対象者 

令和８年１月１日以降に（特別管理）産業廃棄物処理業の許可の有効期限を迎える 

許可事業者 

※更新許可申請日や受付日ではありません。 

 

３ 運用開始に係る留意点について 

さいたま市の（特別管理）産業廃棄物処理業の申請は事前予約制です。運用変更は 

「令和８年１月１日以降の（特別管理）産業廃棄物処理業の許可期限」の更新許可申請

が対象であり、申請日ではありません。更新申請は許可期限日から２ヶ月前より受け 

付けております。 

 

詳細は、下記ホームページをご確認ください。 

○ さいたま市ＨＰ「産業廃棄物処理業等の許可申請及び届出」 

https://www.city.saitama.lg.jp/001/006/008/002/005/p055978.html 
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